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0810010 文部科学省

BOT方式により取得され
る公立中学等の施設に対
する、不動産取得税取扱
いのＢＴＯ方式とのイコー
ルフッティング

地方税法第６条、
第７３条の２、第７３
条の３、附則第１１
条の１０等

国や地方公共団体が実施する
サービス購入型、ＢＯＴ方式でか
つ民間と競合しない施設のPFI事
業について、固定資産税、都市
計画税及び不動産取得税の課
税標準を特例措置として２分の１
に減免（～平成26年度末）

Ｃ

ＢＯＴ方式によるＰＦＩ事業における不動
産取得税等の取扱いについては、これ
まで公共施設全体の中で公立学校施
設に対しても税制によって減免する措
置が講じられてきたと承知している。本
件については、公共施設全体に対する
措置を講ずることが適当であると考え
る。
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BOT方式により取得される公立中
学等の施設に対する、不動産取
得税取扱いのＢＴＯ方式とのイ
コールフッティング

中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業
のように公立施設をBOT方式によるＰＦＩ事業で
取得する場合に、BTO方式によるものと同様に
不動産取得税が非課税になるよう取り扱う。も
しくは都道府県が不動産取得税を減免した場合
に当該都道府県に対し補助金ないし地方交付
税で一定の補填がなされるよう、国のPFI推進
部局等が都道府県に対して補助金を予算化す
る。

現在、まんのう町ではPFI事業で中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業をおこなっている。
国内で主流のBTO方式ではなく、BOT方式をとり、施設を建設しようと考えているが、県による不動
産取得税の取り扱いの問題に直面している。同じPFI事業で同じ用途の不動産取得でも、BTO方式
によるものは非課税になり、BOT方式のものは1／２課税となる。この取り扱いはおなじ公共財産に
対して、不平等な取り扱いだと考える。PFI事業は、公益を行っている行政が、民間活力を活用する
事業である。納税義務が生じない公益である役所がPFI事業契約するものへの課税は、特に契約範
囲内の公立学校をはじめとした公立施設にはなじまないのではないか。また、当該事業において、
課税を行うことは、結局、町税から県税に税金を振り替える操作にしかならない。こうした、取り扱い
の不整合を是正いただきたい。また、取り扱いを単純に変えられないのであれば、当該事業に限り、
都道府県が、課税分（地方税法附則第十一条１０等適用後の課税額）を減免しやすくなるように、該
当部分に対する補助金ないし地方交付税上の措置で一定の補填がおこなわれるよう予算化および
制度化を願いたい。BTO方式およびBOT方式に対する不動産取得税の取り扱いを均一化すること
は、PFIにおけるBOT方式採用をBTO方式と同レベルまで推進することにつながり、非効率といわれ
る役所仕事の効率化をより促進することが可能となる。こうした税金の無駄な操作の抑制、そして、
より効率的な行政経営を可能にすることが、地域活性化につながっていくと考える。

地方税法第６条、第７
３条の２、第７３条の
３、附則第１１条の１０
等

香川県 まんのう町
文部科学省
内閣府

0810020 文部科学省

低炭素化に資する研究費
分について、税額控除限
度額を上乗せする税制の
導入

租税特別措置法
第42条の4
第68条の9

　「試験研究費の総額に係る税
額控除制度」は、その事業年度
において損金の額に算入される
試験研究費の額がある場合に、
その試験研究費の額の一定割
合の金額をその事業年度の法人
税額から控除することを認めるも
の。
　この制度による税額控除限度
額は、その事業年度の損金の額
に算入される試験研究費の額
に、税額控除割合（10％。ただ
し、試験研究費割合が10％未満
である場合は算式（（試験研究費
割合×0.2）＋8％）によって計算
した割合）を乗じて計算した金
額。ただし、税額控除限度額が
その事業年度の法人税額の
20％相当額を超える場合は、そ
の20％相当額を限度とする。(た
だし、平成21年度・22年度におい
ては、法人税額の30%相当額を
限度とする。)

Ｃ

我が国全体の研究開発活動の７割以
上（研究開発投資ベース）を占める民間
研究開発活動の自主性と活力を活用し
て、科学技術の総合的な振興を図るた
め、研究開発促進税制により、試験研
究費に係る分野を特定しない税額控除
を行っている。このため、特定分野に限
定して税額控除限度額を上乗せするこ
とは、分野を特定しない税額控除により
科学技術の総合的な振興を図るという
主旨に反しており、御要望にお応えする
ことは困難である。

なお、低炭素化に資する研究も含めた
試験研究全般に係る税額控除について
は、総額型控除上限の１０％引上げ等
を税制改正要望しており、これは御要
望の主旨に合致するものと思料する。
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低炭素化に資する研究費分につ
いて、税額控除限度額を上乗せ
する税制の導入

特に、低炭素化に資する研究（本実証試験も含
む）について、その費用の全額を研究費として
税額控除限度額に上乗せすることで、低炭素化
技術開発の促進を図りたい。

○研究費に対する政府負担割合が主要国と比べて最も低い水準にある中、今後の我が国の成長
の要となる低炭素化技術の開発については、研究開発促進税制の拡充が有効。
○特に、低炭素化に資する研究（本実証試験も含む）について、その費用の全額を研究費として税
額控除限度額に上乗せすることで、低炭素化技術開発の促進を図りたい。

租税関係法令 愛知県
トヨタ自動車株
式会社

文部科学省
経済産業省
環境省

0810030 文部科学省 国際学校の整備について ―

平成20年度の日本政策投資銀
行の民営化に伴い、『対日投資
促進基盤施設の整備』として、イ
ンターナショナルスクールへの
「政策金利」での融資を行う事業
が廃止された。
しかし、現在も引き続き日本政策
投資銀行では、インターナショナ
ルスクールに対して従前と同様
に融資を行い、場合によっては
基準が緩和された業務を行って
いる。

Ｄ
日本政策投資銀行では、インターナショ
ナルスクールに対して従前と同様に融
資を行っている。
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国際学校の整備について
成長戦略拠点における国際的なまちづくりのイ
ンフラ整備として国際学校にかかる整備に対す
る金融支援（無利子・低利貸付）を実施する。

国際学校の整備に関わっては、政策投資銀行において金融支援が行われてきたが、平成20年度の
政策投資銀行の民営化に伴い制度が廃止された。しかしながら、今なお必要性については変わりな
いことから制度の復活を要望するもの。
提案理由：
大阪の成長を牽引する成長戦略拠点において、国際的な人材・企業の集積をはかる取り組みを
行っている。これにより在住される外国人の生活環境を整えることも重要となり、その１つである国
際学校は経営基盤が強くないことから整備が促進されにくい状況にあることから金融支援が重要と
なっている。

大阪府 大阪市
文部科学省
経済産業省
内閣府

1 / 1 


